
枚方市条例第 10 号 

 

   枚方市臨時保育室条例の一部を改正する条例 

 

 枚方市臨時保育室条例（令和３年枚方市条例第23号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項第１号イ中「。次号イにおいて同じ。」を削り、同項第２号中イを削り、ロをイと

し、ハをロとする。 

 第８条第６項中「日額」を「１回」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、１回の利用時間が２時間30分を超える場合は、その額に２時間30分を超える部分30分

ごとに150円を加算した額とする。 

 

   附 則［令和8年3月10日公布］ 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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